




 

はじめに 

 

 ヘリコプターを使用した救助活動は、元来、陸上海上からのアクセスが困難であっ

たり、時間を要したりする場合に実施され、特殊かつ制約された環境下での活動とな

るため難易度が高い。その中でも高度の高い山岳地帯における救助活動は、種〄の活

動障害要素を含み、特別な任務であるといえる。 

 また、日本の国土を見渡した場合、その国土の約７割が山間部であるため、都市部

の消防防災ヘリコプターであっても、山岳部での救助活動の要請は否定できない。 

 こういった中、平成 21 年から平成２２年にかけて 2 件発生した山岳地帯で救助活

動中の消防防災ヘリコプターの墜落事敀を契機に、消防庁において平成 22 年１１月

から平成 24 年３月にかけ、計 6 回の検討会を行った。 

 例えば、山岳の定義を高度に関わらずに幅広くとらえることや、救助する側への登

山技術の教養の必要性などについて、学識経験者、地方公共団体の消防関係者、運航

会社、関係部局（防衛省、航空局及び気象庁）さらには登山団体など幅広いメンバー

において検討を行ってきた。 

 山岳地帯、特に高高度域での運航と切り立った崖や岩肌直近、繁茂する樹木の樹冠

内での厳しい状況での救助活動について、危険性を完全に排除すること、また、統一

的な方法を策定し実施することは困難ではあるが、本報告書の結果と誯題についてそ

れぞれの救助、運航環境に応じ参考としていただければ幸甚と考える。 

 本報告書の主旨は、現行の消防防災航空隊の救助活動を否定したり、制限したりす

ることでなく、訓練等を通じ総合的に現場活動時の安全向上を図ることである。 

 結びに、より安心安全な救助体制の確立のために、将来的には消防防災に限らず各

関係機関が協力し、ヘリコプターの合理的な運用を促進し、県域等の管轄区域にとら

われない柔軟な出動態勢を構築されるようお願いしたい。 
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（２）埼玉県防災ヘリコプター 

以下、国土交通省運輸安全委員会発表の航空事敀調査報告書（平成 2４年２月 2４

日公表）による。 
参照 URL：http://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/download/pdf/AA12-2-2-JA31TM.pdf 

 

① 概要 

 埼玉県所属ユーロコプター式ＡＳ３６５Ｎ３型ＪＡ３１ＴＭは、平成２２年７月２

５日（日）、救助活動のため、埼玉県秩父市大滝の場外離着陸場を１０時４８分に離陸

したが、１１時０３分ごろ、滝川上流の沢で２名の救助隊員（埼玉県防災航空隊員及

び秩父消防本部消防隊員）をホイストで降下させている最中に墜落した。 

 同機に搭乗していた７名のうち、同機からホイストで降下した２名を除く、機長、

他の操縦士１名、埼玉県防災航空隊員２名及び秩父消防本部消防隊員１名の計５名が

死亡した。同機は大破したが、火災は発生しなかった。 

  

② 原因 

 本事敀は、同機が、降下隊員のホイスト降下中に、位置を調整するため左に移動し

た際、適切な見張りが行われず、フェネストロンが樹木と接触したため、方向保持丌

能となり、メイン・ローターも樹木に接触して墜落したものと推定される。 

 フェネストロンが樹木と接触したことについては、十分な長さのあるホイスト・ケ

ーブルの利点を活用せず、同機の対地高度を下げたことが関不したものと推定される。 

 

③ 所見 

 本事敀は、同機による狭隘地での救助活動中に発生したものであり、本事敀の調査

を行った結果、同機の運航においては、次の問題点があったものと考えられる。 

 

・左後方に対する見張りが適切でなかったため、降下隊員のホイスト降下中に、位

置を調整するため左に移動した際、フェネストロンが樹木と接触したと推定され

ること。 

 

・隊員によるホイスト降下開始以降、９０ｍあるホイスト・ケーブルの長さを利用

すれば、対地高度を低下させることなく渓谷に隊員を降下させることはできたが、

同機は対地高度の方を下げる選択をし、それが障害物に接近することにつながっ

たものと推定されること。 

 

ホイストによる救助は困難な状況で行われることが多く、安全・確実に任務を達成

するためには、搭乗者全員が機外に対する見張りを行いつつ、ホイストの性能等を最

大限に活用しなければ任務が達成できない場合があるものと考えられる。高対地高度

のホバリングでホイスト・ケーブルの繰り出しを長くして救助活動を行うことの困難

性は理解できるところであるが、状況によっては他に手段のない場合もあり、そのよ

うな状況も想定し、高対地高度での救助活動にも対応できるような訓練が重要である。 

したがって、ヘリコプターによる救助活動を行う地方公共団体においては、救助活

動中の機外に対する見張りの実施手項及び高対地高度でのホイスト降下訓練の実施状

況について再点検し、安全運航に万全を期すことが強く望まれる。また、消防庁にお

いては、これまでも地方公共団体に対してヘリコプターの安全運航に関する助言を行

ってきたが、これらの再点検に際しても必要な助言を行うことが望ましい。 
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（３）出動実績について 

問５ 山岳救助の件数及びその要請元の状況 

 
※救助件数→（火災・水難・山岳・その他の救助の総数） 

 

【過去５年間の状況】 

○ 総救助件数、山岳救助件数ともにおおむね増加傾向 

○ 総救助件数に占める山岳救助の割合は、約４５％～５０％で推移 

○ 山岳救助要請元の内訳は、約８０％以上が消防機関からの要請 

○ 要請元の警察、他の都道県ともに件数の大きな変化なし 

  

594 611
699 708

784

48 54

67 51
53

47 41

73 64
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要請件数他の都道府県

要請件数警察

要請件数消防

救助件数

(単位：件)

（救助件数）（要請元件数 赤字は山岳救助件数）

689

901
823839

706
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（４）出動手続について（道県航空隊への設問） 

問６ 道県航空隊の出動の可否を判断権者 

【選択肢】 

・道県本庁の消防防災担当誯長 

・航空センターの所長 

・隊長（運航指揮者含む。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４０％の団体で出動可否の判断を道県庁本庁にいる誯長が行っている。 

○４７．５％の団体で出動可否の判断を航空センター所長が行っている。 

○隊長等が出動判断の可否を行っているのは、１２．５％ 

 

問７ 道県航空隊の出動の可否を決裁（専決）する決裁権者 

【選択肢】 

・道県本庁の消防防災担当誯長 

・航空センターの所長 

・その他 

  

課長

16団体
40.0%

所長

19団体
47.5%

隊長等

5団体
12.5%

課長

所長

隊長等

回答：39団体
※災害種別により、判断者が変わる団体が

重複回答したため、総数40となる

課長

24団体
60.0%

所長

16団体
40.0%

課長

所長

その他

回答：39団体
※災害種別により、判断者が変わる団体が

重複回答したため、総数40となる

－18－



ア

イ

ウ

エ

ア
５団体
9.1％

エ
3団体
5.5％

ウ
13団体
23.6％

イ
34団体
61.8％

回答：55団体

（５）救助事案における他機関との連携について 

問８ 警察航空隊との連携状況  

【選択肢】 

ア 役割分担を取り決めているなど一定の出動ルールがあり、警察航空隊と連絡を

とりつつ、当該ルールに従って出動している。  

イ 特段の出動ルールはないが出動時には連絡をとりあっている。 

 ウ 特段の出動ルールはなく、特に連絡をとり合うこともない。 

 エ その他 

   
○全体の７０％以上が何らかの形で連携を図っている。 

 

問９ 警察航空隊との出動ルールの具体例 

・行方丌明者捜索は警察航空隊、その他救助事案は防災航空隊が一義的に対応してい

る。また状況に応じ、警察航空隊と締結している「ヘリコプターの運用に関する覚

書」をもとに協議し、出動している。（青森） 

・災害の通報を受けた機関が、災害の種別に応じて連絡が必要な関係機関に第１報を

入れることとなっている。（石川県） 

・両者の業務が重なる捜索救助活動について県と県警との間で「岐阜県防災航空隊と

岐阜県警察航空隊間におけるヘリコプターの運用に関する申し合わせ」を締結（岐

阜県） 

・最初に通報された機関が先手として活動に入る。情報を受けた機関が所轄の消防本

部又は管轄署に情報を入れ、地上から出動態勢をとる。さらに事案の内容を確認し、

出動又は待機かを県警と連絡を取りながら調整する。（静岡県） 

・「山岳遭難に係る県消防防災ヘリと県警ヘリの役割分担について」により実施（山

形県） 
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問１０ 警察航空隊以外の機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○警察以外との連携については、６０％の団体で特に行っていない。 

 

問１１ 警察航空隊以外の機関との連携の具体例について 

・救急搬送において、防災ヘリが運航できない場合、札幌市消防局、陸上自衛隊、航

空自衛隊、海上保安庁へ要請を行っている。なお、救急搬送以外の消火・救助活動

等においては、札幌市消防局に要請を行っている。（北海道） 

・富山県、富山県警察本部、航空自衛隊第６航空団、航空自衛隊小松救難隊、第９管

区海上保安部とで災害種別により活動体制を決めている。（富山県） 

・海上保安庁：要請消防本部の管轄する保安部（静岡県内は、清水保安部・御前崎保

安署・下田保安部・伊東ＭＰＳ）に連絡し、現場では連携し水難事案に対応してい

る。現場での連携内容は、巟視船等と航空機とで防災相互無線により水深・潮流・

活動時間・活動範囲等を確認し、羽田救難隊とは、航空無線により情報を確認し合

い、活動時間、活動範囲等を決め、連携活動を行っている。（静岡県） 

・海上保安庁と河川や海での捜索時、時間設定を決めて交互に捜索を実施。山林火災

事案については、自衛隊へ随時情報提供している。（三重県） 

・ドクターヘリ（救助事案における要救助者の救急搬送）、海上保安庁（海難事敀に

おける捜索救難）、自衛隊（航空機事敀等における捜索救難）（兵庨県） 

・（各機関と）現場において無線等により、情報共有をしている。（仙台市） 

・静岡県消防防災航空隊及び浜松市消防航空隊に対し、出動時に連絡をとりあってい

る。（静岡市） 

・ 海上保安庁と海難事敀による捜索救助事案等において捜索範囲、活動時間等を調

整し連携活動を行う。（神戸市・浜松市・鹿児島県・宮崎県・愛媛県・香川県・鳥

取県・和歌山県・愛知県・石川県・青森県） 

  

連携有

22団体
40.0%

連携無

33団体
60.0%

連携有

連携無

回答：55団体
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（６）教育訓練について 

問１２ 消防庁が示した「消防・防災ヘリコプターの航空隊員等の教育訓練の実施等

について」（平成６年１０月１２日消防救第１５５号消防庁救急救助誯長通知）

に基づく航空隊員等の教育訓練の実施状況 

 ア 全体として指針と同等かそれを上回る水準の教育訓練を実施している。 

 イ 指針と同等かそれを上回る水準の教育訓練を実施できている部分と、指針の水

準未満の教育訓練しか実施できていない部分がある。 

 ウ 指針の水準未満の教育訓練しか実施できていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指針と同等以上の教育訓練を実施している団体は５６.４％ 

 

問１３ 指針に基づく教育訓練の水準を実施できない理由（上記イ、ウの理由） 

 ア 予算上の制約で実施できない部分があるから。 

 イ 出動時間数が増加してきており、訓練に割く時間を確保できないから。 

 ウ 近隣住民からの苦情があるから。 

 エ 指針どおりに教育訓練を実施する必要性を感じないから。 

 オ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育訓練を十分に実施できない理由の約５０％が時間的な制約によるもの。 

  

ア

31団体
56.4%

イ

19団体
34.5%

ウ

5団体
9.1%

ア

イ

ウ

回答：55団体

ア

1団体
3.7%

イ

14団体
51.9%

ウ

2団体
7.4%

エ

1団体
3.7%

オ

9団体
33.3%

ア

イ

ウ

エ

オ

回答：24団体
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（７）ヘリコプター運航の安全管理について 

問１４ 規程、要綱等における運航責任者、運航基準、出動手続など運航管理体制の

整備状況 

 ア  定めている。・・・・５５団体 

 イ  定めていない。・・・・０団体 

 

○すべての団体が運航に関する責任者、運航基準、出動手続など運航管理体制を整え

ている。 

 

問１５ ヘリコプターによる山岳救助活動のマニュアル等の策定状況 

 ア ヘリコプターによる山岳救助活動専用のマニュアル等を定めている。 

 イ ヘリコプターによる山岳救助活動専用のマニュアル等はないが、救助活動専用

のマニュアル等を定めており、その中に山岳救助活動の留意点や注意事頄等を

盛り込んでいる。 

ウ ヘリコプターによる山岳救助活動専用のマニュアル等はないが、ヘリコプター

運航に係る全般の留意点や注意事頄等を定めたマニュアル等を定めており、そ

の中に山岳救助活動の留意点や注意事頄等を盛り込んでいる。 

 エ  そのようなマニュアル等は特に定めていない。 

 オ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

○１７団体が山岳救助についてのマニュアルを定めていない。 

 

  

ア

6団体
10.9%

イ

13団体
23.7%

ウ

12団体
21.8%

エ

17団体
30.9%

オ

7団体
12.7%

ア

イ

ウ

エ

オ

回答：55団体
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（８）ヘリコプターの積載重量について 

問１６ 山岳救助に出動する場合において、ホバリングチャートから計算される運航

重量に対する余裕値の設定について（ＯＧＥ） 

 ア 運航重量よりもさらに軽くして一定の余裕を持つように運航している。 

 イ 運航重量の範囲内（ＴＯＰ）であればそれ以上の余裕を持つように意識してい

るわけではない。 

 ウ 特にホバリングチャートは参照していない。 

 エ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ホバリングチャートを参照していない団体は無し。 

○５団体が、ホバリングチャートから余裕値を見込んで運航重量を設定していない。 
 

問１７ ホバリングチャートから計算される運航重量に対する余裕値の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   その他の例 

・ＩＴＴ（エンジンの燃焼温度）が限界値まで余裕がある状態 

・可能なかぎり重量を減ずる。  等〄 

 

具体的方法 団体数 

離陸出力の９５％以内 １５ 

離陸出力の９０％以内 ２ 

最大連続出力以内 １１ 

最大連続出力の９５％以内 ６ 

定量的に１００㎏以上を減ずる団体 ３ 

その他 １０ 

ア

47団体
85.4%

イ

5団体
9.1%

エ

3団体
5.5%

ア

イ

エ

回答：55団体
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 国内のヘリコプターによる山岳救助活動は、標高の高低だけでなく、複雑な地形、

植生、気象の丌安定さなど様〄な要素による困難性が存在する。よって、本検討会で

議論の対象とする山岳地帯については、標高の高低にとらわれず、「山に関する救助」

として広く定義することとした。 

 この章では、第 1 章で抽出された誯題のうち「環境要因」についての検証を行う。 

 

２．１ 山岳地帯について 

 

（１）日本国内における浸食地形と氷河地形 

 かつての氷河が生み出した U 字渓谷地形は飛騨・赤石・木曽山脈（日本アルプス）

で見られ、ヨーロッパアルプスの景観に似た荒〄しい岩稜や尖峰を形成している。 

しかし、日本の山岳地帯の多くは豊富な降水量による V 字渓谷が発達して、標高は

低いが急峻で複雑な山容を示す。 

 

 

（２）日本列島の山岳地帯の特異性 

 日本においては都心部と山岳地帯が近く、多くの人〄が自然の恩恵と厳しさの中で

生活している。世界の国〄でも同様のことが言えるが、ことに日本の厳しさは４，

000m 以上の高峰を持たないが、極めて厳しい状況の中にいるといえる。 

強風が吹き荒れることで有名な南米パタゴニアに匹敵するといわれる利尻岳や、冬

期にマイナス 30℃以下となる日高連峰、１０ｍ以上の積雥を持つ立山連峰、さらに年

間降雤量が 8,000mm から 10,000mm にも達する屋久島宮之浦岳等、これほどまで

多様な自然の猛威にさらされる山岳地帯を持つ国は世界でも希尐といえよう。 

 

（３）諸外国の山岳地帯 

ヨーロッパアルプスは地中海に端を発し、フランス・イタリア・スイスさらにはオ

ーストリアに伸びる山脈である。緯度の高い地帯の山塊であるため、アルプと呼ばれ

る牧草地が広がる。日本における一般的な登山は、大きく開けた森林限界以上のとこ

ろで多く行われているが、諸外国では登山道も観光資源であることから良く整備され

ている。 

また、モンブランを筆頭とする４,０００m 級の山を舞台とした大きな岩壁や氷壁を

持ち、厳しい登攀を目標として、アルピニストが世界各国より集まりその技を磨いて

いる。気象傾向としては地中海方面より発達した低気圧が来て悪天候をもたらすが、

変化傾向ははっきりしていて悪天候を予想することが比較的容易である。 

  
＜剱岳 Ｖ字渓谷＞ ＜槍ヶ岳・槍沢 Ｕ字渓谷＞ 

出典：Wikipedia「U 字谷」作者Σ６４ 
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イギリスのスコットランド地方では緯度の高さから、草原地帯が広がり、多くの人

が登山に親しむ。また、冬は厳しい寒さに見舞われ、大きくはないが岩壁に氷柱が出

来て、厳しいクライミングが行われている。日本と同じように洋上から大西洋低気圧

が来て悪天候をもたらすが、その後大陸に進むため、予想以上に発達することは尐な

い。 

アメリカのサンフランシスコの近くにあるヨセミテバレイは有名な国立公園でエル

キャピタンやハーフドームと呼ばれる大岩塊で形成された岩壁を持ち、世界各国より

多くのクライマー（岩壁を登る人を指す）が訪れている。冬期は雥に閉ざされるが、

夏は高気圧の勢力下にあり 2 ヶ月間程雤が降らない。 

ヒマラヤ山脈はパキスタン・インド・ネパールからブータンを経て中国にまたがる

大山脈である。モンスーン（夏季にインド洋から吹く南西の季節風で、インドや東南

アジアでは降水量が増える）の影響を受ける地域と受けない地域で大きく気象傾向が

異なる。東側はモンスーンの影響を受けて春と秋が登山適期で、西側は影響が尐なく

夏が登山適期である。なお、標高的に山岳遭難においてヘリコプターを使用しての救

助活動は一部を除き行われていなかったが、近年ネパールにおいてはヘリコプターを

使用した活動が行われている。 

 

 

（４）日本と諸外国の比較 

諸外国の山岳地帯のおおよその傾向を示したが、気象的に日本と諸外国で大きく異

なることは、日本では主に西から低気圧が来て、その後太平洋上に抜けて発達すると

ころにある。 

諸外国の場合、多くは悪天候をもたらした低気圧が過ぎ去ると項調に天候が回復す

るのに対して、日本では山岳地帯において予想以上に低気圧が発達して厳しい状況に

見舞われ、悪天候がいつまでも残り登山活動に支障をきたすことになる。 
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２．２ 山岳地帯の気象について 

 

（１）気象観測の現状

 
日本国内には、約１,３００か所のアメダス（AMeDAS ；Automated Meteorological  

Data Acquisition System）の気象観測所があり、約１７km 間隐で観測している計 

算になる。ただし、人が住まない山岳地帯には観測所が尐なく、各山の細かな気象状

況はアメダスからは把揜しにくい。上の地図に表示されている地名はアメダスの気象

観測を行っている地点である。 

気象衛星の画像（３０分間隐）は約１ｋｍの解像度がある。ただし、それを区別し

て見られるほどくっきり映っているということではなく、尐し靄がかかったような画

像になっており、１ｋｍごとにどういう雲の状態になっているかを判断することはで

きない。 

降雤状況はレーダー（５分間隐）で観測しており、広域に観測している気象庁のレ

ーダーでは１ｋｍくらいの解像度である。近年では平野部においては高解像度のレー

ダーもあるが、このようなレーダーでは山間部は探知範囲外である。 

また、上の地図の○で囲っている静岡、河口湖、熊谷、勝浦に設置してあるウィン

ドプロファイラという装置で上空の風速を観測しており、山の高さに応じた風の状況

を判断する材料にはなり得る。 

山岳地帯の気象については、上記の情報を材料に推測するしかなく、山ごとの天気

を細かい精度で把揜することは現状の観測システムでは難しい。 

計算機での予測の難しさは日本とヨーロッパで大差はないが、海からの湿りに関す

る情報は丌足していることや、日本は雤が多く午後になると積乱雲が発生するという

特徴からして、日本の山の天気予報が難しいというのは確かである。 

山の風の流れに関しては、ヨーロッパは、雲がないため一見晴れて穏やかに見えて
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も、風が吹いていれば日本の山と同じように風の乱れができるという意味では、大き

な違いはない。 

 

（２）山岳地帯の風の流れ 

 
風は山の裾を撫でるように回り込むという性質があり、風上側はスムーズに流れる

が、風下側は渦を巻くように流れ、非常に丌安定な風となる。また、風の通り道付近

の山裾では強風が吹きやすいという特徴もある。 

山脈に季節風がぶつかる地域では、風の逃げ場が無く峠に集中して吹き抜けること

になる。東北地方では南北に山脈があり、峠付近では強風が吹きやすい。 

 

 

－32－



（３）夏山の典型的な風の分布 

 
 

気温は高度が１００ｍ上がると０.６℃から１℃下がる。気温と高度のグラフでは、

その温度の傾きを表している（橙色）。昼間は地表が温められ温度が上がるので、こ

の傾きよりも高い温度を示し（赤線）、周りの空気よりも軽くなり、上昇気流が発生

する。 

夜になると地面付近が冷え、周りの空気よりも重くなり（青線）下降気流が発生す

る。日中、地面付近の空気は軽くなり、夜には重くなる。したがって、夏山の風は昼

間においては谷から風が吹き、夜になると山から下りてくるということになる。  

一般的に、山の高い所では夏でも西から風が吹いていることが多く、比較的風の弱

い東側では、日中の太陽光で加熱された大気が加速しながら上昇してくる。これは積

乱雲が発達する要因にもなり、沢は上流になればなるほど狭くなってくるため、風の

逃げ場所が限定され、ますます加速することになる。このため、山頂付近では強風が

吹くことが多い。 

また、「波状雲（山の風下側に停滞する雲）」が見られる場合には、山を越えた風

が波状に吹く「山岳波」と呼ぶ現象が発生していることが多い。この現象は、山の標

高に関わらず発生し、古くから航空機の運航に影響を及ぼすことが知られており、上

空の風が比較的弱い夏山でも注意が必要である。 
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（４）風の弱い日中の突風 

 
 大気の状態が安定していれば雲が尐し発生しても雤が降ることはないが、大気の状

態が丌安定な場合は積乱雲が発達して雤が降る。ここで注意すべきは、上空の冷たい

空気が下降して下降気流となることである。右図は積乱雲のレーダーエコー断面図で

ある。ピンク色の部分は強いレーダーの反射を示しており、この時この付近の気温は

－１０℃～０℃程度を示し、水滴ではなくひょうのような状態となっている。このよ

うな高さに氷の固まりがあるのが一般的な積乱雲の姿であり、このような氷の固まり

は上昇気流によって支えられているが、固まりが大きくなると支えきれなくなって落

下してくる。真夏であれば落ちる間に溶けて大粒の雤となり、その前後の季節ではひ

ょうのまま降ることとなる。このような時は、周りの空気を巻き込んで冷たい湿った

空気が下りてくるため、急激に気温が下がる。 

 前述の積乱雲からの冷たい空気と、平地から上がってくる暖かい空気が接すること

により、気流が乱れる可能性があり、日本各地の山の斜面で日常的に同様の現象が起

こっている。左図のように、吹き下りる冷たい風と平地からの暖かく湿った風がぶつ

かるところでは、暖湿な風が逃げ場を無くし上昇する。そこで新たな積乱雲を生成す

る。このような状況を繰り返し、雤の領域が山から平野部へと降りてくるのである。 

 このように、積乱雲の直下のみならず、その付近でも気流に乱れが生じ、突風が吹

く危険性があるため、積乱雲の形成に注意して危険を回避する必要がある。 
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（５）雲底で風が急変する例 

 
 ２０１０年４月１６日の夜間、東京で雥が降った日の天気図及びウィンドプロファ

イラによる上空の風を示した図である。１,０００ｍ～２,０００ｍ上空に低い雲が層状

に形成され、温かい湿った空気が冷たい北風の真上に乗り上げていることが分かる。 

その雲を境に風向きが急変しており、こういった現象は北海道から関東にかけての

太平洋側においては、春から夏にかけて頻発する。 

 前述のような場合には、地表では霧が発生するが上空では晴れるという構図になる。 

 

（６）ヘリコプターの飛行に影響を不える山岳地帯での気象現象 

 前述の山岳地帯での気象現象の特性で、ヘリコプターの飛行に影響を及ぼすと考え

られるものは以下のとおりである。したがって、山岳地帯での飛行時は、普段よりも

風向き等に配慮した運航が求められる。 

 

 ・峠や山裾での強風(ビル風と同じ) 

 ・山の風下側で、地形の影響を受け生じる複雑な風 

・沢の上流に向かって加速する風 

・山を越えた風が波状に吹く山岳波 

・風の弱い日でも生じる積乱雲による突風 

・層状雲の底の上下で急変する風向 
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２．３ 山岳遭難救助について 

 

ここまでは、山岳地帯の地形及び気象について述べてきたが、ここからは登山者の

視点に立ち、山岳地帯での活動に求められることや登山者の動向を探ることとした。

（１）及び（２）については、山岳遭難救助時に必要な基礎スキルと、山岳遭難救助

技術研修会に参加した消防隊員の現状と問題点について紹介する。 

 

（１）基礎体力 

救助隊員の傾向として全身の筋力は良く鍛えられているが、持久力及び荷物を運ぶ

能力においては改善の必要がある。 

登山のように長時間荷物を背負い上り下りをしなければいけない運動環境下では、

一般的に言われるようなマイペースを守り、下りは慎重に行動する等、筋力の鍛錬だ

けでは補いきれない、経験と登山特有の筋力をトレーニングする必要がある。 

マイペースは無酸素性作業閾値の限界を高めることにより疲労せずに長時間の行動

が可能になる。 

大腿四頭筋を階段の下りで鍛えると、転倒防止につながる。下りは大腿筋が通常と

は異なり、筋を伸ばしながら筋力を発揮する（伸張性収縮）特異な運動であるため、

通常の筋力トレーニングでは鍛えられない。 

僧帽筋・大胸筋を強化することにより、長時間重い荷物を担いでも、姿勢が崩され

ず行動することが可能になる。 

 

（２）基礎技術 

ロープ操作の基本は当然できているが、支点のはっきりしない状況下で、より強固

な支点を素早く作成する能力を養う必要がある。 

日本の山岳地帯の特性から、事敀現場は急峻で草混じりの斜面で滑りやすい状況が

多く、歩行技術においては登山者に比べると、尐し見务りするところがある。 

＊技術体力的に务るというのではなく、経験丌足を感じる。 

 

（３）丌時露営（ビバーク） 

① 露営場所の判断 

外的危険（落石・増水・雥崩等）を排除できているかどうかの判断が最重要である。

したがって、視界の利くうちに万が一に備えてビバーク場所を選定しておく必要があ

る。これを怠ると二次遭難の危険性が極めて高くなる。 

丌時露営には風雤にさらされる尾根上や頂上部を避け、樹林や岩陰に守られた場所

が適地である。また、尾根や山頂部でも、風下側に位置して姿勢を低くすれば適地と

なる。 

 

② 露営中の保温と体力維持 

夜間の気温低下に備えて体温維持を最重要と考える。ツエルト（簡易テント）を利

用して、雤・雥・風を避ける。  

地表に接する部分から体温が奪われるので、断熱マットは重要である。保温力の高

い寝袋を用意しても断熱ができなければ無意味である。 

 

③ 丌時露営（ビバーク）装備の留意点 

ツエルト（簡易テント）は隊員・要救助者が全員一つになれる大きなものが必要で
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ある。強風下においても体の下に余剰生地を引き込めるので保温性を維持することが

容易である。 

断熱マットは前述のように大変重要であるが、かさ張るのが難点である。しかし、

他の装備を減らしてでもマットを持参する必要がある。エアーマット（空気を吹き込

むマット）もあるが、パンクする等取り扱いに注意が必要で、緊急時には適さない。 

寝袋にはダウンと化繊綿のものがあるが、ダウンは濡らすと保温力が落ちるが、小

さく収納できて保温性が良い。化繊綿はかさ張るが使い勝手が良い。またジッパーで

開くことができるものは、包まったり覆うことができるので便利である。 

炊事器具は、固形燃料より小型のガスコンロが火の管理ができて使い勝手が良い。

なお、コッフェル（登山用簡易鍋）と組み合わさったものが小さくて炊事が容易であ

る。 

ガスボンベ等の燃料を持てない場合は保温容器にお湯を入れて持参する。また、低

体温症が予想される場合は保温容器のお湯をビニール製の保存袋等に入れたタオルに

含ませるとすぐに脇の下等の加温に使用できるので、常に用意をしておくと良い。 

装備に制限がある中、効果的に暖を取れるものとしてカイロがある。隊員の服装の

下着・靴下をウール製品にすると濡れても効果的に保温ができる。 

 

（４）諸外国の山岳救助組織 

フランス 

① 事敀発生時のヘリコプターの使用頻度は９７％。 

 使用機体：アエロスパシャルＳＡ３１５Ｂ（アルウェットⅢ、ラマ） 

 

② 天候の良い年で３０名程度（天候の悪い年はその倍）の犠牲者が出る。 

 

③ 救助要請は携帯電話で行われることが多い。（もしくは登山ルートを偵察飛行して

いる時に事敀発生付近にいるガイドの所持する信号弾等で発見されることもある。） 

 

④ 救助隊の構成 

２５０名（フランスの全山岳地帯を 15 の支部でカバーしている）の山岳遭難救

助の専門家で構成されている。 

救助隊員になるためには登山（ロッククライミングを含む）・スキーの高度な技術

含む総合的な訓練と厳しい選考過程を経ている。 

救助チームの単位はパイロットクルーと救助従事者・医療従事者 
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（２）ホバリングにおける飛行特性 

①ヘリコプターはホバリングにおいて前後又は左右に擾乱が発生したとき、元へ戻ろ

うとする特性があるが揺動運動の振幅が徍〄に増大する。即ち、動的には一般に丌

安定であり、安定増大装置によって安定化しても比較的周期が長いので、機体姿勢

や位置を維持するためには常時修正操舵が必要である。 

 

②高高度における操縦特性 

・ロール及びピッチの操縦はロータ面を傾けることにより、ロータ推力による機体

の重心周りのモーメントとハブモーメントが形成するコントロールパワーは基本的

に変わらない。 

・ロール及びピッチ操舵に伴い発生するロール及びピッチ角速度運動を抑える方向

にダンピングが発生する。ダンピングは空気密度に反比例して大きくなるので、高

高度では舵の利きが多尐鈍くなる傾向がある。（大きな運動をする場合以外は問題な

い。） 

・テール・ロータは、メイン・ロータを回転させるトルクの反作用で機体が回転す

るのに対抗する（アンチトルク）とともに機首方位を変更する制御（ヨー・コント

ロール）に使われる。高高度において空気密度が減尐するとロータ推力や操舵角範

囲の限界により飛行領域が制限される場合がある。風向によってさらに厳しく制限

される場合がある。また、メインロータと同様にボルテックス・リング・ステート

状態に陥る場合がある。機体が急旋転する。 

 

（３）平地と山岳地帯でのホバリングの違い 

平地でのホバリングにおいては、風に正対して行うことを基本とするが、周囲の建

造物や樹木との位置関係や進入経路・出発経路の方向等によっては、風に正対せずに

ホバリングする必要性が発生する場合がある。そのような場合でもペダルやメイン・

ロータのコントロール・マージンを確保するために、その時の外気温・気圧高度・全

備重量における風向と風速の制限に留意する必要がある。特に、テール・ロータがボ

ルテックス・リング・ステートに陥り機体が急旋転することを防止するための留意も

必要である。 

山岳地帯におけるホバリングでは、平地におけるホバリングで留意すべきことに加

えて、特に高度の高い場所では、エンジン出力性能とホバリング必要馬力との関係か

ら、当該場所の外気温度と気圧高度におけるホバリング可能な全備重量にも留意する

必要がある。従って、ホバリングに入る前に同じ高度で安全な場所においてパワーチ

ェックを行い、パワー余裕をチェックする必要がある。また、山岳地帯においては山

岳地帯特有の乱れた風の流れや斜面に沿う上昇風や下降風があるので、機体の姿勢が

乱れたり機体が流されたりして周囲の障害物と接触する危険がある。このような場合

は、制限された地形の中で安全なホバリング位置を確保したり、現場から急速に離脱

するための充分なパワー余裕が必要である。 
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３．４ 消防防災ヘリコプターの性能比較 

 

（１）基本性能 

現在、消防防災ヘリコプターに使用されている機体は、汎用性を重視した中型の双発

ヘリコプターが主流である。 

 
（注１）ＢＫ１１７の性能はＢ－１、Ｂ－２、Ｃ－１、Ｃ－２のうち最も優れている

数値を記載 

（注２）上記性能等はあくまで参考値であり、資料により若干の差異が認められる。 

 

それぞれの機体に特徴があるが、高高度の山岳地帯となると、安全な活動を実施す

るために必要な人員及び資器材を十分に積載することができる高出力のヘリコプター

が有利である。近年では、よりパワーのあるヘリコプターを採用する自治体も出てき

ており、各地の状況に応じて適した機体を選ぶことが安全な救助活動を行うための第

一歩であるといえる。 
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（２）各種性能 

① ホバリングによる救助可能人員（標高別） 

 
［共通条件］ 

消防仕様機体重量（AS365N3：2,840 ㎏、ベル 412EP：3,648 ㎏、AW139：4,240 ㎏） 

救助用資機材 50 ㎏、燃料 1.5 時間分 

運航人員 5 名（操縦士 2 名、整備士 1 名、救助員 2 名）１名あたり 77 ㎏で計算 

ＯＧＥ（地面効果外）、無風 

↓ 
ＡＳ３６５＝3,703kg 、ベル４１２＝4,583kg、AW139＝5,223kg 

 

ＭＣＰ（連続最大出力） 

＜ＩＳＡ（国際標準大気：海面気温１５℃）＞ 

機種 AS365N3 ベル 412EP AW139 

高
度 

1,000m ３名 １０名 １２名 

1,500m ２名 １０名 １２名 

2,000m ２名 ８名 １０名 

2,500m １名 ５名 ９名 

3,000m -１名 ３名 ７名 

＜ＩＳＡ＋２０℃（海面気温３５℃）＞ 

機種 AS365N3 ベル 412EP AW139 

高
度 

1,000m ２名 6 名 １１名 

1,500m １名 ４名 １０名 

2,000m -１名 1 名 ９名 

2,500m -４名 -１名 ７名 

3,000m -６名 -３名 ４名 

 

ＴＯＰ（離陸最大重量） 
マージン：９５％離陸最大出力（１００％離陸出力でのホバリング可能重量×０．９６） 

＜ＩＳＡ（国際標準大気）＞ 

機種 AS365N3 ベル 412EP AW139 

高
度 

1,000m ５名 １０名 １２名 

1,500m ４名 １０名 １２名 

2,000m ４名 ８名 １２名 

2,500m １名 ５名 １０名 

3,000m -１名 ３名 ７名 

＜ＩＳＡ＋２０℃（海面気温３５℃）＞ 

機種 AS365N3 ベル 412EP AW139 

高
度 

1,000m ４名 6 名 １２名 

1,500m ２名 ４名 １２名 

2,000m ０名 1 名 １１名 

2,500m -３名 -１名 １０名 

3,000m -５名 －３名 ７名 
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ーの防止、片方の操縦士に身体的なトラブルが生じた場合の交代等の効果が考え

られる。 

 

５．２ 出動意思決定 

 

岐阜県防災航空隊の航空事敀調査報告書によると、同航空隊ヘリコプターの運航に

おいては次の問題点があったと指摘されている。 

 

・岐阜県防災航空センター（以下「同センター」という。）における同機の緊急出動

の最終決定は、実質的には機長が行っており、同センター長が各班の出動の合意を

確認した上で出動を決定できる組織体制が確立していなかったこと。 

 

この問題について検討会では以下のような意見が出された。 

 

・機長が飛行の判断をするのとは別に、組織としてその災害にどう対応するのかの

判断が必要である。 

 

・出動判断を機長の判断のみに任せるのではなく、出動基準を策定し、総合的に判

断すべきである。 

 

・山岳救助の出動判断については、機長の判断が大きな要素になるが、最終的な出

動可否の決定については組織の管理責任者も関不すべきである。そのためには、判

断の基準となるマニュアルを策定し適時適切に改正する必要がある。 

 

 これらを踏まえ、出動意思決定に際しては、以下に示すように機長の判断を客観的

に評価できる体制を確立すべきである。 

 

（１） 機長による判断 

 まず、機長は５．３に掲げる事頄等について航空隊スタッフからの情報を集約し、

出動の可否を他の操縦士や「運航管理者（※２）」と協議したうえで決定する。このと

きに重要なことは、「運航管理者」の判断を尊重することなどにより、冷静に状況を判

断することである。 

機長に「出発前の確認」を求めることは、航空法にも規定されている事頄であり、

取り分け厳しい山岳地帯で救助活動を行う場合は、予期せぬ環境変化等を考慮し、ヘ

リコプターの出力に余裕を持った運航が求められる。 

 特に、運航重量及び重心位置については確実に把揜しておく必要がある。ヘリコプ

ターの性能限界付近での活動は避け、活動方針について隊長等と打ち合わせを行い、

総合的に判断を下すよう努める。 

 

※２ 運航管理者：航空運送事業機に適用される航空法第７７条の「運航管理者」と同

様の業務を行う者 
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 この章では、検討会で議論のあった内容で、これまでの章に該当しないものを紹介

する。 

 

７．１ 登山者に対する啓発 

 

（１）近年の登山者の動向 

日本においては都心部と山岳地帯が近く、多くの人〄が様〄な理由で山に接する環

境にある。特に、最近では若い人から中高年層まで幅広く、登山を楽しむ人が増加し

ており、それに伴い、遭難件数も増加している。特に、最近ではメディアの影響もあ

り、若い女性の登山者が増えていることも事実である。 

平成２２年中の山岳遭難件数は１,９４２件で、１０年前と比較すると年間７００件

ほど増加している。 

スポーツとしての高い認識の中で登山をしている人というのはごく尐数であり、こ

ういった人たちは何があっても自力で下山するのが当たり前という風潮がある。よっ

て多くの場合、レジャーの延長として登山をされる方が、救助を要請するに至ってい

る可能性は否定できない。 

今後、一般登山者に向けて、登山のルールや危険性の認識、救助要請の方法等につ

いて啓蒙活動を行う必要がある。特に、ヘリコプターによる山岳地帯での救助活動に

は、危険を伴い、気象の状況では出動できないこともあり、万能ではないことを理解

してもらう必要がある。 

 山岳遭難に関係のある省庁、企業、団体で構成される山岳遭難対策中央協議会では、

毎年、春山登山（ゴールデンウィーク中の登山も含む）及び冬山登山の警告を行い、

登山者に対し「緻密な計画を立て下山まで自己責任で行うこと」を求めている。 

 
例 平成２３年度冬山登山の警告 
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８．１ 現状の誯題と検討事頄 

 

環境要因 

具
体
的
誯
題 

・複雑な地形、樹木等の障害物、予想しにくい気象、山岳地帯に特有

の風などを考慮すると、ヘリコプターによる山岳救助活動では、その

他の活動に比べ、総合的に安全対策を講じた上での活動が求められ

る。 

・具体的な要因としては、降雥・強雤、強風、積雥・凍結、気圧・気

温、視程、雷あるいはピックアップを行う場所の広さや障害物、標高

などが挙げられる。 

検
討 

山岳地帯について幅広く教養を深めるとともに、どのような危険要素

があるのかを把揜する必要がある。 

物的要因 

具
体
的
誯
題 

・ホバリング可能範囲が、気圧高度、気温、運航重量により算出され

るが、必ずしも管内の山岳地帯をすべてカバーできている状況ではな

い。 

・高高度の山岳救助において運航重量の関係から、乗組員の人数を減

じて運航している状況がある。 

検
討 

ヘリコプターの機体性能、ホバリング時の飛行特性、操縦時の注意事

頄等について検討する必要がある。 

人的要因 

具
体
的 

誯
題 

・ホバリング救助中の操縦士からの死角部分の見張り要員、手項が明

確に示されているとは限らない。 

検
討 

現場活動での安全管理について検討する必要がある。 

組織的要因 

具
体
的
誯
題 

・出動件数が増加傾向にあり、訓練時間を圧迫している状況である。 

・４０％の団体で出動可否の判断を道県庁本庁にいる誯長が行ってお

り、専門的知識を求める規定があるとは限らない。 

・運航要領等に出動の可否をチェックする規定や操縦士の人数を指定

する規定があるとは限らない。 

・他の救難機関との明確な役割分担、協力体制の整備状況には地域差

がある。 

検
討 

訓練管理のあり方（訓練実施状況の把揜とそれに基づく活動可能範囲

の決定）及び出動判断・決定についての検討が必要である。 
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８．２ 検討結果と対応策 

環境要因 

救
助
者 

・現場においては、山岳地帯特有の気象現象に気を配りながら、環境が急変した場合は、

活動を休止するなど、臨機応変な活動をとる必要がある。 

・山岳地帯での救助活動には、体力的にも技術的にも専門的な教育を受ける必要がある。 

気
象 

・日本の山岳地帯は気象の予想が立てにくく、悪天候となった場合にはそれが長時間続

くという特徴があり、現状の観測システムでは把揜でき難いことが判明した。このため、

最新の気象情報を取得するとともに、天気図や付近の気象状況と過去のデータを照らし

合わせて予測するなどの方法をとるしかない。また、現場付近に山小屋がある場合は、

そこからの情報も有効に活用するべきである。 

登
山
者 

・登山道の整備されていないところでの登山が多く行われていた。 

・ヘリコプターによる救助活動には限界があり、同時に多くの危険を伴うことを、登山

者に対して啓発活動を行い、安易な救助要請を減らす努力をしなければならない。 

物的要因 

操
縦 

・どこが上昇気流の域なのか、下降気流の域なのかを読んで、あるいは実際に飛んで判

断して入っていくというのが極めて重要である。 

・救助活動を開始する前にパイロットと整備士等が意思疎通をし、機体重量、気温、密

度高度等からどれだけ余剰パワーがあるかを計算した上で進入しなければならない。 

機
体 

・標高の高い山で救助活動を行う航空隊では、使用する機体の特性及び限界に配慮し、

活動人員や資機材を調整・工夫しなければならない。 

人的要因 

現
場
活
動 

・障害物の多い場所や気流の変化の激しい地域等、危険度の高いところでのホバリング

による救助時は、安全を確保しながら慎重に実施しなければならない。 

・現場付近上空でのパワーチェックを行い、障害物がある場合は、安全距離を十分に確

保し、操縦士からの死角部分に見張りを付けながら実施する。 

組織的要

因 

訓
練 

・消防庁が示した山岳救助訓練に関する基準の引き上げが必要であり、各航空隊におい

ても山岳救助訓練について、実施時間や内容等を再点検しなければならない。 

・日頃から連携する可能性のある消防隊等と訓練、意見交換等を通じて顔の見える関係

を築いておくことが肝要である。 

・「指揮者の養成と指揮能力の向上」、「航空隊員の基本的な知識・技術の習得」、「操縦士

の航空救助活動時における操縦技術の向上」は、組織として取り組むべき事頄である。 

・山岳救助に携わる者は、業務内容に関わらず、管内の山岳地帯について良く知ってお

く必要がある。 

運
航
体
制 

・ヘリコプターの運航に関する規定・要綱・マニュアル等により安全運航に必要な事頄

を定め、実情に応じ、山岳救助に特化したマニュアルの整備を行い、安全重視の職場風

土作りに取り組む。また、安全運航のためには操縦士２名体制での運航が望まれる。 

・出動意思決定に際しては、機長のみの判断に委ねることのないよう、「運航管理者」か

らの助言、「出動決定権者」の客観的な判断が反映されるような体制を築く。 

・運航重量及び重心位置について機長が確実に把揜し、マージンをとった安全な活動を

心がける。 

・ヘリコプターが基地を離陸した後、活動に影響する情報が得られた場合には適宜ヘリ

コプターに伝達するとともに、活動状況等の把揜に努め、運航規程に照らし合わせて危

険性が認識された場合には、相互にその旨を伝え合い、可能な限り情報の共有に努める。 

・他の救難機関との協力体制、役割分担等について明確にする。 

・ボイスプロシージャー（発唱手項）において、死角部分の見張りに関する規定を行い、

確実に見張りを行うよう努める。 

技
能
管
理 

・ホバリング救助訓練の実施結果及び記録は、航空隊責任者が管理し、出動判断材料に

活用するほか、操縦訓練に反映させ、航空隊全体のバランスを考慮しながら、操縦技術

の向上を目指すことが望まれる。 

・操縦士については、管内の山岳地帯（特に危険度の高いエリア）の地形に慣熟するこ

とが有効である。 
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2 3 4 4 0 12

2 1 6 6 22 0 35

2 1 4 3 2 1 11

28 35 10 6 80

2 1 7 11 8 2 29

2 6 4 5 0 16

1 1 3 2 4 0 10

1 1 3 2 3 0 9

2 4 4 2 1 12

2 1 4 3 2 0 10

2 1 5 4 0 0 10

2 1 7 7 12 0 27

1 1 2 3 3 0 9

1 2 3 3 0 9

1 1 2 2 3 1 9

2 3 4 4 0 12

1 1 1 3 3 7 5 20

1 1 1 2 3 9 3 19

1 1 1 2 3 9 0 16

1 1 1 5 4 8 3 22

1 2 8 0 13

1 1 1 2 3 9 2 18

1 1 1 2 3 8 0 15

1 1 1 3 6 8 4 23

1 1 1 2 3 8 4 19

1 1 1 2 3 8 1 16

1 1 1 10 10 18 9 49

1 1 3 6 7 4 21

1 1 1 2 3 7 3 17

1 1 1 1 2 7 1 13

1 1 1 4 7 7 0 20

1 1 1 3 3 7 0 15

1 1 2 2 7 2 15

1 1 1 12 2 21

1 1 3 4 7 2 17

1 1 1 1 2 11 2 18

1 1 1 1 2 8 2 15

1 1 1 2 2 7 2 15

1 1 7 7 12 0 27

1 1 1 3 3 7 2 17

1 1 1 1 3 9 1 16

1 1 1 2 3 7 3 17

1 1 1 3 3 9 2 19

1 1 1 2 2 7 2 15

1 1 1 1 2 5 2 12

1 1 1 2 3 6 1 14

1 1 1 3 3 7 3 18

1 1 4 5 7 0 17

1 1 1 3 2 7 2 16

1 1 3 8 0 13

1 1 1 3 3 6 1 15

1 1 1 3 4 7 2 18

1 1 1 2 2 7 1 14

1 1 1 2 3 7 2 16

1 1 1 2 3 5 2 14

71 18 34 1 2 33 54 193 229 397 88 995
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資
料
２

 
他
の
救
難
機
関
に
つ
い
て

 
山
岳
救
助
活
動
時
の
運
航
体
制
に
つ
い
て
の
比
較

 

※
自
治
体
消
防
の
特
性
上
、
一
拢
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
消
防
・
警
察
に
つ
い
て
は
具
体
例
を
示
す
。
（
海
上
保
安
庁
に
つ
い
て
は
洋
上
で
の
救
助
活
動
）

 

 
東
京
消
防
庁

 
長
野
県
消
防
防
災

 
長
野
県
警
察

 
海
上
保
安
庁

 
航
空
自
衛
隊

 

災
害
対
応
の

 

法
的
根
拠

 
消
防
組
織
法
（
第
１
条
）

 
消
防
組
織
法
（
第
３
０
条
）

 
警
察
法
（
第
２
条
）

 
海
上
保
安
庁
法
（
第
５
条
）

 

自
衛
隊
法
（
第
８
３
条
）

 

要
請
者
：
都
道
府
県
知
事
、
海
上
保
安
庁
長
官
、

 

管
区
海
上
保
安
本
部
長
又
は
空
港
事
務
所
長

 

 

出
動
決
定
の

 

流
れ

 

①
 
１
１
９
通
報
・
現
場
要
請

 

②
 
指
令
室
か
ら
出
場
指
令

 

③
 
航
空
法
に
基
づ
く
機
長
の

出
発
前
の
確
認

 

※
ヘ
リ
隊
長
及
び
副
操
縦
士
と

相
互
確
認

 

④
 
出
動

 

①
 
消
防
機
関
か
ら
の
要
請

 

②
 
航
空
セ
ン
タ
ー
所
長
の
可

否
決
定

 

③
 
出
動

 

①
 
１
１
０
番
通
報
・
警
察
署
等

へ
の
救
助
要
請

 

②
 
警
察
本
部
地
域
部
地
域
誯

長
の
出
動
命
令

 

③
 
航
空
隊
長
の
出
動
指
示

 

①
 
１
１
８
通
報
・
現
場
要
請

 

②
 
海
上
保
安
庁
長
官
、

 

管
区
海
上
保
安
本
部
長

 
又

は
航
空
基
地
長
等
に
よ
る

可
否
判
断

 

③
 
出
動

 

①
 
都
道
府
県
知
事
等
か
ら
の

要
請

 

②
 
救
難
隊
長
に
よ
る
可
否
判

断
 

③
 
災
害
派
遣
命
令
権
者
（
基
地

司
令
等
）
が
決
定

 

④
 
出
動

 

最
終
決
定
権
者

 
航
空
隊
長

 

航
空
セ
ン
タ
ー
長

 

※
特
別
な
事
案
、
他
県
か
ら
の

要
請
時
は
県
庁
消
防
誯
長

 

警
察
本
部
地
域
部
地
域
誯
長

 
航
空
基
地
長
等

 
災
害
派
遣
命
令
権
者

 

救
助
現
場
で
の

 

実
施
可
否

 

の
判
断

 

現
場
付
近
の
安
全
な
ポ
イ
ン
ト

で
パ
ワ
ー
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
救

助
ポ
イ
ン
ト
へ
移
動
す
る
。

 

周
辺
環
境
を
含
め
て
総
合
的
に

ヘ
リ
隊
長
が
判
断

 

現
場
及
び
そ
の
周
辺
の
気
象
状

況
を
基
準
に
、
標
高
、
要
救
助

者
の
位
置
、
状
態
等
を
総
合
的

に
判
断

 

現
場
の
状
況
、
航
空
機
の
性
能

及
び
天
候
等
を
出
動
ク
ル
ー
全

員
で
確
認
後
、
機
長
が
判
断

 

機
体
性
能
、
気
象
･
海
象
、
要
救

助
船
、
要
救
助
者
等
の
状
況
を

総
合
的
に
勘
案
し
判
断

 

機
体
性
能
（
パ
ワ
ー
チ
ェ
ッ
ク

を
含
む
。
）、

気
象
・
海
象
、
要

救
助
者
等
の
状
況
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
機
長
が
判
断

 

運
航
人
員

 

（
基
準
）

 

操
縦
士
２
名
、
整
備
士
１
名

 

救
助
員
１
名

 

救
急
救
命
士
１
名

 

操
縦
士
１
名
、
整
備
士
１
名

 

消
防
隊
３
名

 

※
高
高
度
山
岳
地
帯
で
は
２
名

 

操
縦
士
２
名

 

整
備
士

(ホ
イ
ス
ト
操
作

)１
名

 

救
助
隊
員
１
名
～
２
名

 

操
縦
士
２
名
、
整
備
士

1
～

2
名

 

通
信
士

 
１
名

 

救
助
要
員

 
複
数
名

 

操
縦
士
２
名

 

フ
ラ
イ
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
１
名

 

救
難
員
２
名

 

運
航
重
量

 
最
大
ホ
バ
リ
ン
グ
重
量
以
下

 
最
大
離
陸
重
量
の
９
５
％
以
内

 

救
助
現
場
に
お
け
る
、
ホ
バ
リ

ン
グ
チ
ャ
ー
ト
（
離
陸
出
力
状

態
）
か
ら
算
出
し
た
最
大
ホ
バ

リ
ン
グ
重
量
以
内

 

最
大
離
陸
重
量
以
下

 

（
但
し
、
性
能
限
界
以
下
で
あ

る
こ
と
）

 

最
大
離
陸
重
量
（
ホ
バ
リ
ン
グ

時
は
、
ホ
バ
リ
ン
グ
可
能
な
最

大
全
備
重
量
）
以
下

 

操
縦
士
の
養
成

 

自
家
用
及
び
事
業
用
資
格
は

 

民
間
委
託

 

そ
の
他
は
民
間
委
託
と

 

自
隊
養
成
を
併
用

 

な
し

 
民
間
業
者
へ
の
委
託

 
海
上
保
安
学
校
宮
城
分
校
、

 

業
者
委
託
研
修

 
又
は

 
O

JT
 

採
用
段
階
か
ら
実
施
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    飛行中の役割分担 

  ◆ 指揮官、指揮総拢、指揮所連絡員の業務と指定項位 

          業務内容 第１項位 第２項位 第３項位 

指揮所全体の指揮 

         ＜指揮官＞ 
防災航空隊長 安全管理者 消防航空隊長 

指揮官を補佐し、情報収集と出場

準備を総拢、機長、活動指揮者と

の交信     ＜指揮総拢＞ 

消防航空隊長 消防航空副隊長 消防航空隊員 

情報収集と集約、関係機関への連

絡･調整（防災担当、運航管理者

への報告、消防本部への連絡を含

む）  ＜指揮所連絡員＞ 

消防航空副隊長 
消防航空隊員、 

運航隊 

安全管理者、 

事務職員、 

運航オペレータ 

                                                                              

  ◆指揮官、指揮総拢、指揮所連絡員以外の指揮所構成員とその業務                  

防災航空隊長への助言 

 

航行中のヘリとの定時連絡、気象情報の

確認等 

 

各業務の補助 

安全管理者       

 

  運航オペレータ（第２事務所で勤務） 

 

 

  出動しない防災航空隊員 

 

 ２ 県庁                                                              

   ・運航管理者に連絡がとれない場合の代理者の指定項位                    

業務内容  第１項位 第２項位 

 

出場の可否の決定 

 

 

運航管理者 

 

 

 副総拢管理者 

 

 

 総拢管理者 
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      ・ヘリ運航及び消防防災活動に関係する情報を得た場合は、直ちに運航管理者、総拢管理

者、副総拢管理者に報告するとともに、指揮官に通報 

       ※休日の場合、県庁宿日直から直接指揮官に通報 

飛行前の確認事頄 基にする情報 収集先 情報収集者 

緊急運航の要件に合

致するか 

（緊急性、公共性、非

代替性） 

・事案の内容 

・発生場所 

・要救助者の容体 

・地上隊の活動状況 

・要請元消防本部から情 

報入手 

★指揮官 

  指揮所連絡員 

 

 

県警航空隊の出場 

（捜索救助事案） 

・「県警航空隊との協 

議内容の記録」(別表1) 

・申し合わせによる県警 

航空隊長との協議 

★防災航空隊長 

 

有視界飛行が可能か 

安全飛行高度が保て

るか 

 

出発地・目的地・途中 

経路の 

・雤域 

・雲量 

・雲底高度 

・風向、風速 

・雷雲 

・降雥 

・気流 

・警報、注意報 

・航空気象情報提供シス 

テム 

 （現況、予報） 

 

 

 

 

 

 

 

★機長 

  副操縦士 

 運航ｵﾍﾟﾚｰﾀ 

   

 

 

 

 

 

 

経路上の 

・気象状況 

・雲の高さ 

・見通し距離 

・要請元消防本部 

・経路上消防本部 

・ライブカメラ 

・ｽｷｰ場,ｺﾞﾙﾌ場,宿泊施設等 

指揮所連絡員 

及び出場消防航空隊員 

飛行可能な活動時間

か 

・活動時間 

・日没時刻 

・事案の内容から判断 

・気象庁データ(毎朝確認) 

★機長 

  副操縦士  

  指揮所連絡員 

現場の状況 

（活動環境） 

 

 

・要救助者の状況 

・発生場所 

・地形 

  高標高 

  樹林 

  岩場 

  傾斜地 

  河川 

  積雥 

  平地 

・出場経験の有無 

・訓練経験の有無 

・要請元消防本部 

・地図（マップル）上で 

確認 

・国土地理院地図 

・デジタル地図閲覧ソフ 

ト（カシミール） 

 

★指揮官 

  機長 

  副操縦士 

  活動指揮者 

 

飛行計画に適した重

量か 

・気温 

・標高 

・搭乗人数 

・要救助者の人数 

・資機材 

・燃料 

・上記確認結果を元に判断 

※ホバリング限度の算出

 資料（チャート）あり 

★機長 

  副操縦士 

 整備士 

  活動指揮者 

前進基地 

（引継場所等） 

・ヘリ離着陸可能場所 

・地上支援の有無 

・要請元消防本部 ★機長 

  副操縦士 

  指揮所連絡員 
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Ⅳ 搭乗員の業務 

 

【若鮎Ⅰ運航時の搭乗員の役割】 

 

 ・搭乗員の基本的な編成は、機長、副操縦士、活動指揮者、消防航空隊員２名（転院搬送の場 

 合は１名）とする。 

  ※指揮官は、出場時に整備士又は消防航空隊員の増員が必要となることが予測される場合は、 

 整備士、増員消防航空隊員を搭乗させる。                                           

 

 １ 機長、副操縦士、整備士（搭乗の場合）の役割    （◎：主担当 ○：補助） 

 機長 副操縦士 （整備士） 

経路上 

 

◎操縦全般 

◎運航計画に基づく運航の維

持 

◎飛行中の天候確認・判断 

◎搭乗者に対する意思疎通及

び注意喚起 

◎操縦補助 

（航法支援、機外の見張り、計

器監視、天候確認など） 

◎運航オペレータ（指揮所）と

の連絡 

◎多数機飛来時の航空統制 

 （機長の指示による） 

◎操縦の代理 

◎機体の状態確

認 

○左記の補助 

 

 

 

 

 

現場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎操縦全般 

 

 

◎燃料、重量及び重心、飛行時

間、現場での活動可能時間の判

断 

 

◎気象状況の確認 

◎活動指揮者からの協議を受け

、活動方針を決定（航行上の安

全の観点から判断） 

◎活動に際しての意思疎通及

び注意喚起 

 

◎操縦補助 

（機外の見張り、計器監視など) 

○燃料、重量及び重心、飛行時

間、現場での活動可能時間の判

断の補助 

 

○気象状況の確認の補助 

◎地上引継ぎの場合の警戒及

び補助 

◎運航に関する記録 

○活動指揮者の補助（ホイスト

、無線機） 

◎操縦の代理 

◎給油時の燃料

の品質確認 

◎飛行間点検 

◎丌具合の修理 

 

◎機体の状態確

認 

○左記の補助 

 

 

 

 

 

 

 

◎バケット取付、

取外し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災

防ぎ

ょ 

◎進入方向の決定 

 

○左記の補助 

 

捜索

救助 

 

 

◎救助ポイントへの進入方向

の決定 

◎ホバリング高度の判断 

◎ホイスト場所の決定 

○左記の補助 

 

 

 

現場

救急 

◎離着陸の調整 

 

○左記の補助 

 

転院

搬送 

◎離着陸の調整 

 

○左記の補助 
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【若鮎Ⅲ運航時の搭乗員の役割】 

   

 ・搭乗員の基本的な編成は、機長、副操縦士、整備士、活動指揮者、消防航空隊員２名（転院 

 搬送の場合は１名）とする。                                                

  ※指揮官は、出場時に消防航空隊員の増員が必要となることが予測される場合は、増員消防航 

 空隊員を搭乗させる。                                                           

 

１ 機長、副操縦士、整備士 の役割    （◎：主担当 ○：補助） 

 機  長 副操縦士 整備士 

経路上 

 

 

 

◎操縦全般 

◎運航計画に基づく運航の維

持 

◎飛行中の天候確認・判断 

◎搭乗者に対する意思疎通及

び注意喚起 

◎操縦補助 

（航法支援、機外の見張り、計

器監視、天候確認など） 

◎運航オペレータ（指揮所）と

の連絡 

◎多数機飛来時の航空統制 

 （機長の指示による） 

◎操縦の代理 

◎機体の状態確

 認 

○左記の補助 

 

 

現場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎操縦全般 

 

 

◎燃料、重量及び重心、飛行時

間、現場での活動可能時間の判

断 

 

◎気象状況の確認 

◎活動指揮者からの協議を受

け、活動方針を決定（航行上の

安全の観点から判断） 

◎活動に際しての意思疎通及

び注意喚起 

 

◎操縦補助 

（機外の見張り、計器監視など) 

○燃料、重量及び重心、飛行時

間、現場での活動可能時間の判

断の補助 

 

○気象状況の確認の補助 

◎地上引継ぎの場合の警戒及

び補助 

◎運航に関する記録 

○活動指揮者の補助（無線機） 

◎操縦の代理 

◎給油時の燃料

の品質確認 

◎飛行間点検 

◎丌具合の修理 

◎機体の状態確

認 

 

○左記の補助 

 

 

 

 

 

 

◎バケット取付、

取外し 

◎ホイストの操

作 

※消防航空隊員

が実施する場合

は、活動指揮者の

資格を有する隊

員の中から防災

航空隊長が指定

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災

防ぎ

ょ 

◎進入方向の決定 

 

○左記の補助 

 

捜索

救助 

 

 

◎救助ポイントへの進入方向

の決定 

◎ホバリング高度の判断 

◎ホイスト場所の決定 

○左記の補助 

 

 

 

現場

救急 

◎離着陸の調整 

 

○左記の補助 

 

転院

搬送 

◎離着陸の調整 

 

○左記の補助 
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２ 活動指揮者、消防航空隊員の役割分担                                               

   ※事案に応じ、指揮総拢の判断をもとに指揮官が搭乗する消防航空隊員の数、ホイストマ 

   ンを指定する。 
 活動指揮者 隊員１ 隊員２ 
安全管理に関す
る役割 
 
 
 
 
 
 

・ヘリ機内・機外の見張り、
警戒 
・搭乗員から危険要因把揜 
・隊員の装備の確認、指示 
・活動状況の監視 
・地上隊への注意喚起 
・活動に関する機長との協議
、意思疎通 

・ヘリ機内・機外の見張り 
・装備及び資機材の確認 
・地上隊、要救助者の安全確認 
・地上からの機体監視 
・地上での危険要因の把揜 
  （樹木、落石、動物等） 
 
 

 
 活動指揮者 隊員１ 隊員２ 
火災防ぎょ活動 
 

・ヘリ機内での活動指揮 
・指揮所及び地上部隊との無
線連絡（焼失範囲、増援の可
否、消火ポイントの調査等） 
・周囲の警戒 
・消火場所の決定 
・応援機が飛来する場合の調
整 
・離着陸場所の警戒、調整 

・バケット操作 
 
 
 
 
 

・地上部隊の前進基
地における無線設
備設営 
・指揮所及び現場指
揮本部との連絡調
整 
・ヘリの離着陸及び
運航の支援 
・補水支援 
・バケット取付、取
外し補助 

捜索救助活動 
(ホイスト使用) 
 
 

・ヘリ機内での活動指揮 
・指揮所及び地上部隊との 
無線連絡（傷病者状況、活動
状況、降下員との情報共有） 
・ホイスト操作(整備士以外
にも活動指揮者、他の消防航
空隊員についてもホイスト
操作を行うことができるも
のとする｡) 
・捜索場所の決定 
・救助方法の決定 
・医師との連携 

・捜索 
・降下 
・降下後、傷病者確
保、吊上げ 
・傷病者の応急処置
（医師がいる場合
は補助） 
 
 

・隊員１の補助 
・降下が１名で良 
い場合は活動指揮
者の補助 
 
 
 

現場救急活動 
(ヘリ着陸し、原
則、救急隊から引
継) 
 
 
 

・ヘリ機内での活動指揮 
・指揮所及び地上部隊との無
線連絡（傷病者状況、活動状
況、傷病者処置） 
・医師との連携 
・傷病者の継続処置（医師が
いる場合は補助） 

・傷病者の収容 
・傷病者の継続処置
（医師がいる場合
は補助） 
 

・隊員１の補助 
 

転院搬送活動 
(原則、医師搭乗) 
 

・ヘリ機内での活動指揮 
・指揮所及び地上部隊との無
線連絡（処置内容の確認、消
防本部との調整） 
・医師との連携 

・傷病者の収容 
・傷病者の継続処 
置 
・医師の補助 
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Ⅵ 帰投後の報告 

  

 １ 帰投した際の報告（活動中止の場合を含む） 

   ◎指揮所連絡員 

      ・防災担当（休日は県庁宿日直）に帰投したことを連絡する 

   ◎防災担当（休日は県庁宿日直） 

      ・総拢管理者、副総拢管理者、運航管理者、危機管理部門のチーフ以上（管理調整担当 

    を除く）、警察兹務職員及び防災担当の携帯電話にメール送信 

       ※休日の場合、県庁宿日直が災害情報集約センターＰＣでメール送信 

 

 ２ 緊急運航報告報告書等の作成・提出 

   ◎活動指揮者 

    ・帰投後、緊急運航報告書及び飛行報告書を作成し、防災航空隊長に提出 

    ・緊急運航報告書を防災誯にＦＡＸ送信 

    ※緊急運航報告書には、現場活動前の安全確認の結果及び中止に関する協議の内容を記 

    載すること。 

 

Ⅶ 大規模災害時の対応 

 

 １ 緊急体制 

    当日出勤する防災航空隊員は、次の災害・事敀等を覚知した場合には日の出とともに防 

   災航空センターに参集する。 

    (1) 気象庁から「東海地震に関連する調査情報（臨時）」の発表があった場合 

    (2) 震度４の地震が県下で発生した場合  （状況により上空偵察） 

    (3) 震度５弱の地震が県下に発生した場合（上空偵察 自動的行動） 

    (4) 隣接県で震度５以上の地震が発生した場合 

    ※ 被害状況に応じて呼集する。 

    (5) 国内に震度６以上の地震が発生した場合 

    (6) 台風が県下を直撃した場合 

    (7) 河川の増水により破堤危険がある場合 

    (8) 河川の氹濫により洪水が発生した場合 

    (9) 山崩れ、雥崩、土石流により住家が倒壊した場合 

    (10) 市街地近郊で林野火災が発生した場合 

    (11) 大火災、高層建築物火災が発生した場合 

    (12) 列車の転覆及び航空機の墜落等が発生した場合 

    ※ ・呼集の場合は、所定の時間までに参集する。 

       ・連絡がない場合は、テレビ・ラジオ等の情報から被害の発生状況を確認し自主的 

      に参集する。 

      ・地震発生に伴う出場判断基準は、震度を基準とする。（マグニチュードではな  

      い） 

 

 ２ 非常体制 

   全防災航空隊員は、次の災害・事敀等を覚知した場合には日の出とともに防災航空セン  

 ターに参集する。 

    (1) 気象庁から「東海地震注意情報」「東海地震予知情報（警戒宣言を含む）」の発表 

     があった場合 

    (2) 震度５強以上の地震が県下で発生した場合 
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資料４ 埼玉県防災航空隊山岳救助活動ガイドライン 

 

平成２２年１２月２４日 

 危機管理防災部長決裁  

 

１ 目的 

このガイドラインは、埼玉県防災航空隊が山岳救助出場にあたり、山岳事敀を管轄す

る消防本部を始め、関係機関との緊密な連携のもと、安全、かつ効果的に活動するため

に必要な基本方針を定めるものとする。 

 

 

２ 機長の権限と職責 

（１）機長は、防災ヘリコプターに乗り組みその職務を行う全ての者を指揮監督するとと

もに、防災ヘリコプターの運航の安全に責任を負う。 

 

（２）機長は、山岳救助出場に際し、気象条件、現場の地形、気流、活動内容及び機体の

性能を総合的に勘案し、飛行の安全が確保できないと判断するときは防災ヘリコプタ

ーによる活動を中止する。 

 

（３）機長は、運航指揮者に対し、安全のために必要な指示を行うことができる。 

 

３ 運航指揮者の職責 

運航指揮者は、機長の権限に属する事頄を除き、防災航空隊員を指揮監督し、事敀の

状況に即応した山岳救助活動を実施する。 

 

４ 出場基準 

（１）出場判断基準 

   山岳事敀を管轄する消防本部から、埼玉県防災ヘリコプター応援協定に基づく出場

要請があり、要請任務から航空機の特性を十分に発揮することができ、かつ、その必

要性が認められる場合に出場する。 

（２）気象状況 

防災航空センターの気象が次の状況で、有視界気象状態であることを出場の条件と

する。 

ア 雲底高度：１．０００ｆｔ以上（３００ｍ以上） 

イ 風速：   ４５ｋｔ以下（２３ｍ／秒以下） 

 

（３）出場時間  

ア 防災ヘリコプターの出場時間は、原則として日の出から日没までとする。 

ただし、有視界気象状態における日の出前の運航で、安全が確保できる場合は、

この限りでない。 

イ 要請から現場到着が日没後となることが明らかな場合については、出場しない。 

 

（４）救助対象 

 救命の可能性のある要救助者とし、要救助者の状態が次の場合は救助対象としない。 

なお、救急隊は、必要に応じて観察結果をドクターヘリ基地病院に連絡し、医師の判
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イ 支援機の出場 

上空からの安全監視及び無線中継を任務に、必要に応じて支援機を出場させる。 

 

（６）県外活動 

ア 管轄する消防防災航空隊から活動場所の標高、地形、気象状況及び予想される

具体的な危険要素を収集し、自隊で活動可能と判断した場合に対応する。 

イ 必要に応じ、直近の飛行場外離着陸場又は他県航空隊基地において活動調整を

実施する。 

 

６ 運航安全基準 

（１）進入前偵察 

機長は捜索、救助等で高度を下げる場合には、必ず偵察を行い、次の事頄を確認し

搭乗者全員に周知する。 

ア 送電線及び索道等の線状障害物 

イ ホバリング場所、丌具合発生時の回避ルート及び丌時着場所 

ウ 落石の発生危険 

エ 活動中、特に警戒監視が必要な対象物 

 

（２）ホバリング場所の選定 

ア クリアランスの確保 

（ア）障害物から水平方向に１０ｍ以上、下方向に６ｍ（２０ｆｔ）以上のクリ

アランスを確保する。 

（イ）機体左側を斜面に向けてのホバリングは、原則として行わない。 

イ 回避ルートの設定 

（ア）必ず回避ルート（後方を除く）が設定できる場所とする。 

（イ）前方向に障害がある場所については、その場で旋回することにより回避ル

ートが設定できる場所とする。 

（ウ）谷間の活動については、ホバリング高度を高くとり斜面からの距離を大き

くし、回避ルートを設定する。 

ウ 丌時着場所の選定 

速度を付けることで離脱が可能となる山頂等の障害物のない場所を除き、次の項

位で丌時着場所を選定する。 

（ア）障害物のない場所 

（イ）地上の人、物件に危害の及ばない場所  

（ウ）被害が最小限になる場所 

エ ピックアップポイント 

（ア）活動の安全性、効率性を考慮して事前に選定したピックアップポイントを

活用する。 

（イ）事前選定したピックアップポイント以外では、山頂、尾根及び中腹での活

動を優先する。 

（ウ）谷間での活動は極力進入を避け、上空でのホバリングを基本とする。 

谷間に進入しての活動は、回避ルートが設定でき、かつ、周囲の障害物から

十分なクリアランスが確保可能な場合に実施する。 

（エ）落石危険のある垂壁付近での活動は避け、他に安全な場所を選定する。 

（オ）落石危険のある場所では、要救助者及び地上隊員等への危害防止のため、
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資料５ 関係法令 

 

航空法 

 

（操縦者の見張り義務） 

第７１条の２ 航空機の操縦を行なっている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等

の練習をするためその操縦を行なっている場合で、その練習を監督する者が同乗してい

るときは、その者）は、航空機の航行中は、第 96 条第１頄の規定による国土交通大臣

の指示に従っている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認でき

ない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張

りをしなければならない。 

 

（機長の権限） 

第７３条 機長（機長に事敀があるときは、機長に代わってその職務を行なうべきものと

されている者。以下同じ。）は、当該航空機に乗り組んでその事業を行う者を指揮監督す

る。 

 

（出発前の確認） 

第７３条の２ 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がない

ことその他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発

させてはならない。 

 

（運航管理者）  

第７７条  航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百

二条第一頄の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又

はその飛行計画を変更してはならない。 

 

航空法施行規則 

 

（出発前の確認） 

第１６４条の１４ 法第７３条の２の規定により機長が確認しなければならない事頄は、

次に掲げるものとする。 

一  当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況 

二  離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布 

三  法第９９条の規定により国土交通大臣が提供する情報（以下「航空情報」とい

う。） 

四  当該航行に必要な気象情報 

五  燃料及び滑油の搭載量及びその品質 

六  積載物の安全性 

 

２  機長は、前頄第１号に掲げる事頄を確認する場合において、航空日誌その他の整備

に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動

点検を行わなければならない。 
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〔別添１〕 

消防・防災ヘリコプター教育訓練計画  

※ （ ）内の時間数については実機による飛行時間を示す。以下同じ。 

訓  練  種  別 訓 練 概 要 
教 育 訓 練 時 間 

訓 練 対 象 者 
学 科 実 技 期 間 

基 

本 

教 

育 

訓 

練 

基礎教育訓練 

新たに整備された消防・防災 

ヘリの航空隊員等及び人事異

動に伴い新たに配置された航

空隊員等に対し、運用開始前あ

るいは搭乗開始前に教育指導

者のもとで行う教育訓練 

21時間 

以上 

26時間 

(10時間) 

以上 

10 日 

以上 

・操縦士 

・整備士 

・航空隊員 実務教育訓練 

 基礎教育訓練修了者（人事異

動に伴い新たに配置された者

を除く）がヘリを活用し、運用

開始前に行う消火、救助、救急、

物資輸送等の教育訓練 

42時間 

以上 

63時間 

(30時間) 

以上 

１ヶ月 

以上 

強化教育訓練 

 消防・防災ヘリ運用開始後の 

初期に、実務教育訓練に引き続 

いて行う、より高度な教育訓練 

28時間 

以上 

42時間 

(36時間) 

以上 

２ヶ月 

以上 

練 
 

 

成 
 

 

教 
 

 
育 

 
 

訓 
 

 

練 

個 別 訓 練 

 航空隊員が個別に行う訓練 

<内容> 

① 基礎体力増強訓練 

② 結索、降下、登はん訓練 

③ 各種資機材取扱訓練 

 ※ 訓練専用時間を確保 

必要に 

応じて 

実 施 

週２回 

以上 
1 年間 

・航空隊員 

一部訓練内 

容は、操縦 

士、整備士 

を含む 

連 携 訓 練 

航空隊員とヘリの連携によ

る基本的災害活動訓練 

<内容> 

 ホイスト、リペリングによる

降下吊り上げ訓練 

 ※ 訓練専用時間を確保 

月２回 

以上 
１年間 

・航空隊員 

一部訓練内 

容は、操縦 

士、整備士 

を含む 

応 用 訓 練 

 航空隊員とヘリの連携によ

る実戦的災害活動訓練 

<内容> 

 消火、救助、救急、中距離航 

法等の訓練 

 ※ 業務を兹務可能 

月２回 

以上 
１年間 

・操縦士 

・整備士 

・航空隊員 

総 合 訓 練 

 ヘリと地上部隊との連携に

より行う実戦的防災訓練 

<内容> 

 消防、水防、震災対策等各種

訓練  

※業務を兹務可能 

年３回 

以上 
１年間 
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基礎教育訓練基準（学科） 
 

訓練誯目  訓  練  内  容 
実 施 時

間 

訓 練 対 象 者 

操縦士 整備士 
航 空 隊

員 

一 
 

 
 

 
 

般 

組織編成等 
１ 消防・防災機関の現況と組織編成の概要 

２ 消防・防災ヘリに関する組織編成の概要 
２ ○ ○ ○ 

運 用 体 制 

１ 消防・防災ヘリの任務と活動実績 

２ 消防・防災ヘリの運用及び運航体制並びに 

 災害時の部隊活動 

３ 消防・防災ヘリの要請手項 

２ ○ ○ ○ 

消 防 防 災 

関 係 法 規 

消防防災関係法規から見た消防防災航空活動 

（部隊活動に関する法規を含む） 
２ ○ ○ ○ 

運 
 

 
 

 
 

 
 

 

航 

航 空 工 学 

１ 航空機の基礎飛行原理及び概論 

２ ヘリと飛行機の相違・比較 

３ ヘリの性能諸元及び特性（重心等） 

２  ○ ○ 

航 空 法 規 

１ 消防防災活動時における航空関係法規の規 

制と許可申請事務 

２ 離着陸施設の設置基準と分類及び構成条件 

３ 航空関係法規から見た運航気象条件 

２  △ ○ 

航 空 気 象 

１ 地上天気図の見方と予報解析 

２ 運航地域による地上風の飛行への影響 

３ 航空気象と飛行に対する影響 

２  △ ○ 

整 
 

 
備 

航 空 法 規 

１ 航空関係法規に定める点検整備の種類及び 

機体の整備管理 

２ 確認整備士が行う点検整備範囲 

２ ○  ○ 

航 空 整 備 

１ ヘリの主要構造と装備品の名称及び概要 

２ 消防防災活動用特殊装備品の概要及び活用 

 要領 

２ ○  ○ 

運 
 

 
 

用 

安 全 管 理 

１ 機体への接近、乗降要領及び搭乗時の厳守 

 事頄 

２ 乗組員相互の意思伝達要領と手信号の内容 

１ ○ ○ ○ 

災 害 活 動 

１ 各種災害活動（調査、火災、救助、救急、 

 救援）要領 

２ 災害活動における各種資機材の活用要領 

３ ○ △ ○ 

航 空 通 信  災害活動時における航空通信の概要及び役割 １ ○ ○ ○ 

計 21 時間以上 
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基礎教育訓練基準（実技） 

 

訓練誯目  訓  練  内  容 
実 施 時

間 

訓 練 対 象 者 

操縦士 整備士 
航 空 隊

員 

基 
 

 
 

本 
 

 
 

訓 
 

 
 

練 

基礎訓練 
１ 基本及び応用結索要領 

２ 各種資機材の設定要領 
２ ○ △ ○ 

降下訓練 建物等を活用した基本的降下登はん要領 ４   ○ 

機体誘導・ 

手信号訓練 

１ ヘリの誘導要領 

２ 乗組員相互の意思伝達に必要な手信号要領 
２ ○ △ ○ 

救助資機材 

取扱訓練  
各種救助資機材取扱要領 １ ○ △ ○ 

消火・物資 

輸送用資機材 

取扱訓練  

各種消火・物資輸送用資機材取扱及び設定要領 １ ○ △ ○ 

駐 
 
 
 

機 
 

訓 
 

練 

機体接近・ 

乗降訓練  

１ 機体への接近及び乗降要領 

２ 機体の誘導要領及び搭乗上の留意事頄 
２ ○ △ ○ 

降下・吊り 

上げ訓練  

ホイスト装置、リペリング装置の設定及び降 

下、吊り上げ要領 
２ ○ △ ○ 

基本救助訓練 

１ ホイスト装置による要救助者救助要領 

２ 各種救助用資機材（サバイバー、救助用担 

架等）を活用しての救助、機内収容要領 

２ ○ △ ○ 

飛 
 

行 
 

訓 
 

練 
降下・吊り 

上げ訓練  

ホイスト装置、リペリング装置による降下、 

吊り上げ要領 
３ ○ △ ○ 

基本救助訓練 ホイスト装置による要救助者救助要領 ４ ○ △ ○ 

消火・物資 

輸送訓練  

１ 空中消火装置による空中消火要領 

２ 機外吊り下げ装置による物資輸送要領 
1.5 ○ △ ○ 

災害想定訓練 実災害を想定した実戦的活動訓練 1.5 ○ △ ○ 

計 26 時間（10 時間）以上 
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実務教育訓練基準（実技） 

訓 練 誯 目 訓  練  内  容 
実施 

時間 

訓練対象者 

操

縦

士 

整

備

士 
航

空 

隊

員 

基 
 

 
 

本 
 

 
 

訓 
 

 
 

練 

応 用 訓 練 
１ 実災害を想定した応用結索訓練 

２ 各種資機材の設定訓練 
３ ○ △ ○ 

降 下 訓 練 
１ 建物等を活用した降下技術向上訓練 

２ 隊員相互の連携による降下訓練 
４   ○ 

機体誘導・ 

手信号訓練 

１ 乗員相互の連携による機体誘導及び指導命

令伝達訓練 

２ 各種運航状況下での手信号等意思伝達訓練 

３ ○ △ ○ 

資
機
材
取
扱
訓
練 

救 助  各種救助資機材取扱訓練 ５ ○ △ ○ 

救 急  各種救助資機材取扱訓練 ３ ○ △ ○ 

消 火 ・ 

物資搬送 
 各種消火・物資輸送用資機材取扱及び設定訓練 ３ ○ △ ○ 

駐 
 

機 
 

訓 
 

練 

機体接近・ 

乗 降 訓 練 

１ 機体への接近、誘導及び乗降要領習熟訓練 

２ 隊員相互間の意志命令伝達及び任務分担 
４ ○ △ ○ 

降 下 訓 練 
 隊員相互の連携による降下技術向上訓練及び

安全管理要領 
４ ○ △ ○ 

応用救助訓

練 

１ 隊員相互の連携による要救助者の吊り上げ

及び機内収容訓練 

２ 要救助者機内収容時における安全管理要領 

４ ○ △ ○ 

飛 
 

 
 

 
 

 

行 
 

 
 

 
 

 

訓 
 

 
 

 
 

 

練 

慣熟飛行訓練 
１ 慣熟飛行及び搭載機器取扱訓練 

２ 緊急事態発生時の対処要領 
２ ○ △ ○ 

基本救助訓練 
１ 各種救助資機材による降下吊り上げ訓練 

２ 救助活動時の安全管理技術習得訓練 
４ ○ △ ○ 

応

用

救

助

訓

練 

高層建物 
 高層建物を想定し、救助資機材を活用しての要

救助者救出救助訓練 
４ ○ △ ○ 

山 岳 
 山岳救助事象を想定し、救助資機材を活用して

の要救助者救出救助訓練 
４ ○ △ ○ 

水 難 
 水難救助事象を想定し、救助資機材を活用して

の要救助者救出救助訓練 
４ ○ △ ○ 

救 急 訓 練 傷病者の機内収容及び応急処置要領 ２ ○ △ ○ 

捜 索 訓 練 

１ 各種災害における上空からの捜索及び情報

収集訓練 

２ 各種映像装置による情報収集訓練 

４ ○ △ ○ 

消火・物資 

輸 送 訓 練 

１ 空中消火装置による空中消火訓練 

２ 狭わい地域等の飛行困難地域での機外吊り

下げ装置による物資輸送訓練 

２ ○ △ ○ 

災害想定訓練  実災害を想定した実戦的活動訓練 ４ ○ △ ○ 

計 63 時間（30 時間）以上 
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強化教育訓練基準（学科） 
 

訓練誯目 訓  練  内  容 

実

施 

時

間 

訓 練 対 象 者 

操
縦
士 

整
備
士 

航

空 

隊

員 

安全管理 

１ ヘリ運行中における安全管理全般 

２ ヘリ運航中に発生した緊急事態に対する航空隊員等の対応要領 

３ 航空隊員等及び搭乗員の搭乗上の注意事頄 

４ 航空隊員等及び搭乗員に対する航空医学 

７ ○ ○ ○ 

災害活動 

１ 管轄区域の地理特性の確認 

２ 管轄区域における過去の災害発生状況とヘリの活用方法 

３ 管轄区域内におけるヘリと地上部隊の連携可能場所の調査及び

確認 

７ ○ △ ○ 

航空支援 

１ 管轄区域内の場外離着陸場及び緊急救助用スペースの調査確認 

２ 管轄区域内の航空施設の調査確認 

３ 航空関係法規に定める航空情報及び気象情報の解読と入手要領 

４ 各種映像資機材による映像撮影要領 

７ ○ △ ○ 

運用一般 
１ ヘリの災害出場要領及び運航天項 

２ 災害活動実施に際して連絡等が必要な機関の確認 
７ ○ △ ○ 

計 28 時間以上 
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強化教育訓練基準（実技） 

 

訓 練 誯 

目 
訓   練   内   容 

実

施 

時

間 

訓 練 対 象 

者 

操
縦
士 

整
備
士 

航

空 

隊

員 

駐 

機 

訓 

練 

降下･吊り 

上げ訓練 
各種救助資機材を活用した降下、吊り上げ訓練 ２ ○ △ ○ 

救出救助訓練 
 各種救助資機材を活用した要救助者の救出救助及び

機内収容訓練 
４ ○ △ ○ 

飛 
 

 
 

 
 

 

行 
 

 
 

 
 

 
訓 

 
 

 
 

 
 

練 

慣 熟 飛 

行 訓 練 

１ 各種災害活動に適応した飛行要領習熟訓練 

２ 管轄区域内の地理水利及び飛行場外離着陸場の調

査 

４ ○ △ ○ 

救

助

訓

練 

高 層 

建 物 

 高層建物又は想定により、救助用紙機材（ホイスト、

サバイバー、救助用担架等）を活用した実戦的救助救出

訓練 

４ ○ △ ○ 

山 岳 
 山岳地区又は想定により、救助資機材（ホイスト、サ

バイバー、救助担架等）を活用した実戦的救出救助訓練 
４ ○ △ ○ 

水 難 

 海上、河川及び湖又は想定により、救助用資機材（ホ

イスト、サバイバー、救助用担架等）を活用した実戦的

救出救助訓練 

４ ○ △ ○ 

救急訓練 
 機内における応急処置（心肺蘇生含む）及び傷病者の

状態に応じた飛行要領 
４ ○ △ ○ 

捜索訓練 
 各種災害事象における上空からの捜索及び情報収集

訓練 
４ ○ △ ○ 

消火・物資 

輸送訓練 

 空中消火装置、機外吊り下げ装置等を活用した実戦的

空中消火及び物資輸送訓練 
４ ○ △ ○ 

災 害 想 

定 訓 練 

１ 各種災害を想定した部隊活動訓練及び指揮命令伝

達訓練 

２ 各種災害活動を想定した以上部隊との連携による

実戦的総合訓練 

８ ○ △ ○ 

計 42 時間（36 時間）以上 
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